
 

（様式１－３） 

水戸市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２４年１０月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. １ 事業名 災害公営住宅整備事業等 事業番号 Ｄ－４－１ 

交付団体 茨城県 事業実施主体（直接/間接） 茨城県（直接） 

総交付対象事業費 985,000（千円） 全体事業費 985,000（千円） 

事業概要 

東日本大震災による被災者の居住の安定確保を図るため，災害公営住宅の建設を行う。 

・水戸市内（藤が原アパート 3 棟・64 戸） 

駐車場事業を効果促進事業としたため減額。 

※「震災の被害からの復興に関する目標」における位置づけ 

  災害公営住宅の建設（著しい被害を受けた当該地域の被災者の居住の安定化） 

※「水戸市震災復興プログラム」における位置づけ 

  （２）復興・振興事業の推進  ②市民生活の回復に向けた取組の推進 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

 計画災害公営住宅 3 棟のうち 1 棟(24 戸)は実施設計済のため，平成 24 年度早期に建設工事に着手する。

残り 2 棟(40 戸)については，実施設計から実施し，平成 24 年度内に全棟の建設工事を発注する。 

＜平成 25 年度＞ 

 継続して建設工事を進める。３棟とも外構工事も含めて平成 25 年度内に完成させ，平成 25 年度末から

平成 26 年度当初の入居を目指す。 

東日本大震災の被害との関係 

水戸市においては，滅失戸数が 447 戸（全壊 145 戸，半壊し解体しなければならない住戸 302 戸）に上

るなど，大きな住宅被害が確認されている。 

特に水戸駅周辺地区においては，滅失住宅が多く（全壊 61 戸，半壊し解体しなければならない住戸 171

戸），災害公営住宅の入居対象となる世帯が相当数あることが想定されることから，当該地区の復興の一助

とするため，補助対象戸数（滅失戸数×5 割（激甚災害））の範囲内において，災害公営住宅を整備するも

のである。 

なお，災害公営住宅の性質上，早期に提供することが必要であるため，整備に当たっては，既に茨城県が

用地を取得し，基礎的なインフラ整備が完了している県営藤が原アパートの敷地を利用する。 

※区域の被害状況も記載して下さい。 

関連する災害復旧事業の概要 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 



 

（様式１－３） 

水戸市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２４年１０月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. ２ 事業名 災害公営住宅駐車場整備事業 事業番号 ◆Ｄ-４-１-１ 

交付団体 茨城県 事業実施主体（直接/間接） 茨城県（直接） 

総交付対象事業費 30,000（千円） 全体事業費 30,000（千円） 

事業概要 

被災者の居住の安定確保を図る災害公営住宅の建設に伴い，入居者のための駐車場を整備する。 

・水戸市内（藤が原アパート 64 戸分） 

※「震災の被害からの復興に関する目標」における位置づけ 

  災害公営住宅の建設（著しい被害を受けた当該地域の被災者の居住の安定化） 

※「水戸市震災復興プログラム」における位置づけ 

  （２）復興・振興事業の推進  ②市民生活の回復に向けた取組の推進 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

 

当面の事業概要 

＜平成 25 年度＞ 

 本体工事の完成に併せて駐車場整備も完了させる。 

東日本大震災の被害との関係 

水戸市においては大きな住宅被害が確認されており，災害公営住宅の入居対象となる世帯が相当数ある

ことが想定されることから，県営藤が原アパートの敷地を利用し災害公営住宅を整備する計画である。今

回災害公営住宅を整備する県営藤が原アパートの敷地は安定した地盤であり安全性は高いが，公共交通機

関だけでの生活は難しく，被災者が安定した生活を送るためには自家用車が不可欠である。そのため，入

居者に必要な台数分の駐車場を整備する。 

 

※区域の被害状況も記載して下さい。 

関連する災害復旧事業の概要 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 Ｄ-４-１ 

事業名 災害公営住宅整備事業等 

交付団体 茨城県 

基幹事業との関連性 

 災害公営住宅に入居している被災者が安定した生活を送るために必要な駐車場を，災害公営住宅敷地内

に必要台数分整備する。 

 

 

 



 

（様式１－３） 

水戸市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２４年１０月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. ３ 事業名 災害公営住宅家賃低廉化事業 事業番号 Ｄ－５－１ 

交付団体 茨城県 事業実施主体（直接/間接） 茨城県（直接） 

総交付対象事業費 56,179（千円） 全体事業費 541,567（千円） 

事業概要 

東日本大震災による被災者の居住・生活の安定確保を図るため，災害公営住宅の家賃低廉化を行う。 

・水戸市内（藤が原アパート 3 棟・64 戸） 

※「震災の被害からの復興に関する目標」における位置づけ 

  災害公営住宅の家賃低廉化（著しい被害を受けた当該地域の被災者の居住の安定化） 

※「水戸市震災復興プログラム」における位置づけ 

  （２）復興・振興事業の推進  ②市民生活の回復に向けた取組の推進 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

＜平成 25 年度＞ 

災害公営住宅（64 戸）の家賃低廉化事業 2,247 千円 

＜平成 26 年度＞ 

災害公営住宅（64 戸）の家賃低廉化事業 26,966 千円 

＜平成 27 年度＞ 

災害公営住宅（64 戸）の家賃低廉化事業 26,966 千円 

東日本大震災の被害との関係 

水戸市においては大きな住宅被害が確認されており，災害公営住宅の入居対象となる世帯が相当数ある

ことが想定されることから，県営藤が原アパートの敷地を利用し災害公営住宅を整備する計画である。 

当該災害公営住宅に入居する低所得の被災者については，速やかに生活再建ができるよう，一定期間，

入居者が無理なく負担しうる水準まで家賃を低廉化する。 

※区域の被害状況も記載して下さい。 

 

 

関連する災害復旧事業の概要 

 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 



 

（様式１－３） 

水戸市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２４年１０月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. ４ 事業名 東日本大震災特別家賃低減事業 事業番号 Ｄ－６－１ 

交付団体 茨城県 事業実施主体（直接/間接） 茨城県（直接） 

総交付対象事業費 31,583（千円） 全体事業費 102,299（千円） 

事業概要 

応急仮設住宅等に居住する低所得の被災者が，円滑に恒久住宅に移行し，速やかに生活再建ができるよ

う，災害公営住宅の家賃を，一定期間，入居者が無理なく負担しうる水準まで減免する。 

・水戸市内（藤が原アパート 3 棟・64 戸分） 

※「震災の被害からの復興に関する目標」における位置づけ 

  東日本大震災特別家賃低減事業（低所得の被災者の生活再建支援） 

※「水戸市震災復興プログラム」における位置づけ 

  （２）復興・振興事業の推進  ②市民生活の回復に向けた取組の推進 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載

してください 

当面の事業概要 

＜平成 25 年度＞ 

災害公営住宅（64 戸）の特別家賃低減事業 1,263 千円 

＜平成 26 年度＞ 

災害公営住宅（64 戸）の特別家賃低減事業 15,160 千円 

＜平成 27 年度＞ 

災害公営住宅（64 戸）の特別家賃低減事業 15,160 千円 

東日本大震災の被害との関係 

水戸市においては大きな住宅被害が確認されており，災害公営住宅の入居対象となる世帯が相当数ある

ことが想定されることから，県営藤が原アパートの敷地を利用し災害公営住宅を整備する計画である。 

当該災害公営住宅に入居する低所得の被災者については，速やかに生活再建ができるよう，一定期間，

入居者が無理なく負担しうる水準まで家賃を減免する。 

 

※区域の被害状況も記載して下さい。 

関連する災害復旧事業の概要 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 


